
検疫指定物品検疫要綱 

（目的及び定義） 

第１ 植物防疫法（昭和 25 年法律第 151 号。以下「法」という。）、植物防疫法施行

規則（昭和 25 年農林省令第 73 号。以下「規則」という。）及び輸入植物検疫規程

（昭和 25 年７月８日農林省告示第 206 号。以下「規程」という。）に基づき、規則

第５条で定める検疫指定物品の検疫を斉一かつ円滑に実施するため、この要綱を定め

る。

２ 規則第５条に定める「検疫指定物品」の範囲は、別表１に掲げるものとする。 

３ この要綱で「輸入」とは、外国から本邦に到着した検疫指定物品を規則第６条第１

号及び第２号に定める港及び飛行場（以下「港及び飛行場」という。）に卸下するこ

とをいう。ただし、「海上コンテナー詰輸入植物検疫要領」（昭和 47 年８月 24 日付

け 47 農政第 4502 号農政局長通達。以下「海上コンテナー要領」という。）及び「航

空コンテナー等積替確認実施要領」（昭和 58 年９月 26 日付け 58 農蚕第 5594 号農蚕

園芸局長通達）の規定による本邦以外の港・空港を仕向地とする積替え（トランシッ

プ、トランジット）のための一時卸下を除くものとする。

４ コンテナーによって海上輸送される検疫指定物品の検疫は、この要綱に定めるもの

のほか海上コンテナー要領に基づき実施するものとする。  

５ 法第８条第２項ただし書に基づき植物防疫官が指定する場所は、「植物防疫法第８

条第２項ただし書に基づく検査場所の指定要領」（令和５年３月 24 日付４消安第

7163 号消費・安全局長通知）に基づき指定された場所（以下「指定港外検査場所」

という。）をいう。 

６ この要綱は､貨物として輸入される検疫指定物品について適用するものとし､携帯品

及び郵便物として輸入される検疫指定物品については、必要に応じて準用するものと

する。 

７ 電子情報処理組織を使用して行われる検査申請手続等については、この要綱に定め

るもののほか、「電子情報処理組織による輸入検査関係事務手続要領」（平成９年３

月 31 日付け９農産第 2321 号農産園芸局長通達）に基づき実施するものとする。

（輸入検査の申請）  

第２ 規則第 10 条の規定による検査申請書（規則第４号様式）の提出は、本船の入港

又は航空機の着陸後、遅滞なく、当該港又は飛行場において検疫指定物品の検疫を担

当する植物防疫所（植物防疫事務所、支所及び出張所を含む。以下同じ。）の植物防

疫官（以下「輸入港植物防疫官」という。）に対し、行わせるものとする。 



２ 前項にかかわらず、検疫指定物品を輸入した者（以下「輸入者」という。）から指

定港外検査場所に輸送して法第８条第１項の検査を受けたい旨の申し出があった際

は、輸入港植物防疫官から第４に基づく検査前の輸送の認可を得た後に、輸送先の指

定港外検査場所を担当する植物防疫所の植物防疫官（以下「指定港外検査場所植物防

疫官」という。）に対し、検査申請書を提出させるものとする。 

３ １にかかわらず、本船積み輸入検疫指定物品であって、入港した港で法第８条第１

項又は第３項の検査（以下「検査」という。）を行う場合にあっては、当該本船の入

港予定期日の７日前から、検査申請書の提出を行わせることができるものとする。 

４ 植物防疫官は、前三項の検査申請書に輸出国の政府機関が発行する検査証明書又は

その写しを添付させるものとし、必要と認める場合は、更に、送り状、船荷証券、積

荷目録又は航空貨物運送状を添付させるものとする。ただし、指定港外検査場所に輸

送して検査を行う場合であって、既に輸入港植物防疫官に当該書類を提出している場

合にあってはこの限りでない。 

（輸入業務の委任）  

第３ 植物防疫官は、輸入者が検査の申請、法第９条第１項又は第２項に基づき命令さ

れた消毒若しくは廃棄又は規則第 12 条に基づき指示された運搬、荷造り、荷解きそ

の他の措置を他の者に委任する場合（委任を受けた者を以下 「管理者」という。）

には、当該輸入者に、当該業務を管理者に委任したことを確認するものとする。 

（検査前の輸送の認可）  

第４ 輸入者又は管理者（以下「輸入者等」という。）から、指定港外検査場所に輸送

して検査を受けたい旨の申し出があったときは、本船の入港又は航空機の着陸後、遅

滞なく、輸入港植物防疫官に対し、検疫指定物品輸送計画書（別記様式１）を提出さ

せるものとする。 

２ 輸入港植物防疫官は、検疫指定物品輸送計画書に輸出国の政府機関が発行する検査

証明書又はその写しを添付させるものとし、必要と認める場合は、更に、送り状、船

荷証券、積荷目録又は航空貨物運送状を添付させるものとする。 

３ 輸入港植物防疫官は、輸入者等から検疫指定物品輸送計画書を受理したときは、次

に掲げる条件の全てを満たし、かつ、その取締りが可能であると認めるときは、これ

を行わせることができる。 

 （１）輸送先が指定港外検査場所であること。 

 （２）輸送を行う際の荷姿は、検疫有害動植物、土又は植物残さ（以下「検疫有害動

植物等」という。）の分散が生じ得ない状態であること。 



 （３）当該検疫指定物品に輸出国政府の検査証明書が添付されており、かつ規則別表

１の２の 25 の項の基準の欄に適合していることについての追記がなされている

こと。 

（４）輸送に際し、輸入者等により、検疫指定物品の梱包に封印がなされているこ

と。なお、コンテナー輸送の場合には、コンテナーへの封印をもってこれに代え

ることができる。 

（５）陸路輸送の場合であって、輸送中に事故が生じたときには、検疫指定物品輸送

計画書を提出した植物防疫所に直ちに連絡し、必要な措置を講ずる体制が整えら

れていること。 

４ 輸入港植物防疫官は、前項に掲げる輸送の条件への適合を確認するに当たって必要

があると認めたときは、貨物の状態について確認を行うものとする。 

５ 植物防疫官は、３により指定検疫物品の輸送を認可した場合には、規則第 19 条第

３項に基づき、植物等輸送認可証明書（規則第８号の２様式の（ハ））を交付し、又

は植物等輸送認可証印（規則第８号の２様式の（イ））を検疫指定物品輸送計画書に

押印するものとする。 

６ 輸入港植物防疫官は、輸入者等に輸送を行わせる場合は、輸送先の指定港外検査場

所植物防疫官に対し、検疫指定物品輸送計画書、２の提出書類及び５の植物等輸送認

可証明書（植物等輸送認可証印を押印した検疫指定物品輸送計画書をもってこれに代

えることができる。）の写しを送付するものとする。 

（検査の通知）  

第５ 植物防疫官は､第２により検査申請書の提出を受けたときは､規則第 11 条の規定

に基づき､輸入者等に対し､速やかに、検査を行う場所及び期日を通知しなければなら

ない。 

（検査の時期）  

第６ 検査は、法第８条第３項の規定に基づき輸入に先立って行う場合及び指定港外検

査場所で行う場合を除き、輸入後遅滞なく実施するものとする。指定港外検査場所で

行う場合には、輸送後遅滞なく実施するものとする。  

（検査の場所）  

第７ 検査を行う場所は、当該検疫指定物品が輸入された港若しくは飛行場の中の植物

防疫官が指定する場所又は指定港外検査場所とする。  

（検査の立会い等）  



第８ 植物防疫官は、輸入者等を検査に立ち会わせ、規則第 12 条の規定に基づき当該

検疫指定物品の運搬、荷解き、荷造りのほか、被覆の除去、取り出しその他の措置を

行わせることができる。

（検査数量及び検査方法）  

第９ 検査は、当該検疫指定物品の検査荷口ごとに、規程別表第１に掲げる数量につい

て、荷口全ての外観について並びに荷口の一部についてタイヤや連結装置等の土壌及

び植物残さの付着しやすい部分を綿密に行うものとし、必要に応じ部品の取り外しや

被覆の除去等の方法を用いることとする。  

（合格の基準）  

第 10 検査の結果、当該検疫指定物品が、規程第２条第１項の要件に該当すると認め

られる場合は、これを合格とする。 

（不合格の通知） 

第 11 植物防疫官は、検査の結果、当該検疫指定物品が規程第２条第１項第１号又は

第３号に該当しないと認めたときは、直ちにその旨を輸入者等に通知し、法第９条第

１項又は第２項の規定に従い、当該検疫指定物品を消毒し、又は廃棄すべきことを命

じなければならない。ただし、検査の結果、当該荷口に検疫有害動植物等の付着がな

い検疫指定物品が含まれることを認めた場合であって、検疫有害動植物等のまん延及

び分散のおそれがないと認めるときは、規程第３条第１項第２号若しくは第４号又は

第３項第１号の規定に基づき、当該検疫指定物品に対する消毒又は廃棄の処分を免除

することができるものとする。 

２ 前項の場合において、植物防疫官は、輸入者等の要求があったときは、規則第 22

条の規定に基づき、消毒又は廃棄命令書（規則第 11 号様式）に消毒又は廃棄を完了

すべき期限その他必要事項を付記して交付するものとする。 

３ 第１項の場合において、植物防疫官は、輸入者等に、その消毒又は廃棄の実施に先

立って消毒又は廃棄計画書（別記様式２）を提出させ、その適否について認定するも

のとする。  

（消毒方法の基準）  

第 12 第 11 の処分による消毒（以下「消毒」という。）は、規程第３条第１項第３号

又は規程第４条第３項に基づき、別表２の１から４までに掲げる基準のいずれかに基

づくものでなければならない。 

（消毒を行う場所）  



第 13 消毒を行う場所は、原則として当該検疫指定物品を検査した港の港頭地域内若

しくは飛行場内の植物防疫官が指定する場所又は指定港外検査場所とする。ただし、

輸入者等から上記以外の場所へ輸送して消毒したい旨の輸送後消毒申請書（別記様式

３）の提出があった場合であって、その場所が港及び飛行場の中の植物防疫官が指定

した場所であり、かつ、植物防疫官が検疫有害動植物等の分散防止及び消毒が完全に

行われると認めるときは、規則第 13 条ただし書に基づき、当該場所でこれを行わせ

ることができる。 

（消毒を行う場所への輸送）  

第 14 消毒を行う場所への輸送は、水路により行わせるものとする。ただし、輸入者

等から陸路輸送したい旨の申し出があった場合において、植物防疫官が別表３に掲げ

る検疫有害動植物等の分散防止及び消毒が完全に行われると確認できるときは、これ

を行わせることができる。 

（不合格検疫指定物品の積戻し） 

第 15 植物防疫官は、第 11 の規定により消毒又は廃棄を命じた検疫指定物品につい

て、輸入者等から積戻許可申請書（別記様式４）の提出があった場合であって、監督

及び取締上適当であると認めるときは、第 11 第 1 項の規定にかかわらず、規程第３

条第５項の規定に基づき、これを許可することができる。 

２ 前項の場合において、検疫有害動植物等の分散防止等に係る監督及び取締上必要と

認める範囲内で条件を付することができる。 

３ 前項の条件は、別表３に掲げる基準に基づき定めるものとする。 

４ 植物防疫官は、第 1 項の規定による許可をした場合は、その積戻しの事実を確認す

るものとする。ただし、関税法（昭和 29 年法律第 61 号）第 75 条において準用する

同法第 67 条に基づく積戻申告書の写しの提出があった場合はこの限りではない。 

（消毒実施完了の期限）  

第 16 消毒は、消毒命令後 30 日間以内に完了しなければならない。 ただし、第 14 の

輸送後消毒を行う場合にあっては、それに要する期間を加えた期間内とする。 

（消毒又は廃棄の立会い）  

第 17 植物防疫官は、第 11 の規定により消毒又は廃棄を命じたときは、規則第 20 条

の規定に基づき、輸入者等が消毒又は廃棄を実施する際にこれに立ち会うものとす

る。 

（消毒実施の報告）  



第 18 植物防疫官は、輸入者等が消毒を終了した場合において、消毒実施報告書（別

記様式５) を提出させるものとする。  

（消毒効果の確認）  

第 19 植物防疫官は、第 18 の規定により消毒が終了した旨の報告を受けたときは、そ

の効果について確認を行うものとする。  

２ 前項の確認の結果、なお検疫有害動植物等があると認めたときは、輸入者等に対

し、更に消毒又は廃棄を行わせるものとする。  

（輸入認可証明書の交付） 

第 20 植物防疫官は、輸入者等から輸入認可証明書を発給してもらいたい旨の申し出

があり、次の各号の一に該当するときは、検疫指定物品輸入認可証明書（別記様式６

（イ））を交付することができる。ただし、植物等輸入認可証印（別記様式６

（ロ））を押印した第２の検査申請書の写しをもって検疫指定物品輸入認可証明書に

代えることができる。 

（１）第 11 の１の規定により消毒を命じられた場合で、植物防疫官により同第３項の

消毒計画書が適当であると認定された場合 

（２）第 13 のただし書に該当する場合 

（業務の移管）  

第 21 植物防疫官は、その属する植物防疫所以外の植物防疫所が管轄する区域におい

て消毒又は廃棄を命令する場合は、あらかじめ、当該植物防疫所にその旨連絡し、当

該検疫指定物品についての関係書類を一括して送付するものとする。  

（合格の証明）  

第 22 植物防疫官は、第 10 の規定により当該検疫指定物品を合格としたときは、法第

９条第５項及び規則第 19 条の規定により合格した旨の証明を行うものとする。  

附 則 

この通知は、植物防疫法の一部を改正する法律（令和４年法律第 36 号）の施行の

日（令和５年４月１日）から施行する。 



別表１（第１関係） 

検疫指定物品 

検疫指定物品
以下の輸入統計品目番号に属する中古製品（※）

輸入統計品目

番号

（１）農業、園芸又

は林業の用に供する

機械（整地又は耕作

の用に供するものに

限る。）

8432.10‐000 農業用、園芸用又は林

業用の機械（整地用又

は耕作用のものに限

る。）及び芝生用又は

運動場用のローラー

プラウ

8432.21‐000 ディスクハロー

8432.29‐000 その他のもの

8432.31‐000 不耕起栽培用の播種機、植付け機

及び移植機

8432.39‐000 その他のもの

8432.41‐000 堆肥散布機

8432.42‐000 施肥機

8432.80‐000 その他の機械

（２）農業の用に供

する草刈機、乾草製

造機、わら用若しく

は牧草用のベーラ

ー、収穫機又は脱穀

機

8433.20‐000 収穫機及び脱穀機（わ

ら用又は牧草用のベー

ラーを含む。）、草刈

機並びに卵、果実その

他の農産物の清浄用、

分類用又は格付け用の

機械（第 84.37 項の機械

を除く。）

その他の草刈機（ﾄﾗｸﾀｰ装着用のｶ

ｯﾀｰﾊﾞｰ含む。）

8433.30‐000 その他の乾草製造用機械

8433.40‐000 わら用又は牧草用のベーラー（ﾋﾟ

ｯｸｱｯﾌﾟﾍﾞｰﾗｰを含む。）

8433.51‐000 コンバイン

8433.52‐000 その他の脱穀機

8433.53‐000 根菜類又は塊茎の収穫機

8433.59‐000 その他のもの

（３）農業用トラク

ター

8701.10‐000 トラクター

（第 87.09 項のトラクタ

ーを除く。）

一軸トラクター 

8701.30‐000 無限軌道式トラクター（農業用の

もの） 

8701.91‐010 農業用のもの（ｴﾝｼﾞﾝ出力 18 ｷﾛﾜｯ

ﾄ以下のもの） 

8701.92‐010 農業用のもの（ｴﾝｼﾞﾝ出力 18 ｷﾛﾜｯ

ﾄを超え 37 ｷﾛﾜｯﾄ以下のもの） 

8701.93‐011 農業用のもの（ｴﾝｼﾞﾝ出力が 37 ｷﾛ

ﾜｯﾄを超え 52 ｷﾛﾜｯﾄ以下のもの） 

8701.93‐012 農業用のもの（ｴﾝｼﾞﾝ出力が 52 ｷﾛ

ﾜｯﾄを超え 75 ｷﾛﾜｯﾄ以下のもの） 

8701.94‐010 農業用のもの（ｴﾝｼﾞﾝ出力が 75 ｷﾛ

ﾜｯﾄを超え 130 ｷﾛﾜｯﾄ以下のもの） 

8701.95‐010 農業用のもの（ｴﾝｼﾞﾝ出力が 130 ｷ

ﾛﾜｯﾄを超えるもの） 

※ 中古製品とは、本表に掲げる（１）から（３）までの検疫指定物品であって、外国の農用

地又は森林で使用されたものをいう。



別表２（第 12 関係） 

消毒方法の基準

以下の１から４のいずれか、あるいはこれらを併用した方法を用いること。

方法 実施方法の基準 摘要

１ 乾式除去法 （１）検疫指定物品の下に検疫有害動植

物等を受けるシートを敷き、その上

でヘラやブラシ、布等の道具を用い

て、消毒を行う場所の床面や壁面等

に検疫有害動植物等が飛散しないよ

うに注意しながら、検疫指定物品か

ら検疫有害動植物等を完全に除去す

ること。

（２）除去した検疫有害動植物等を完全

に収集し、焼却、高圧殺菌

（120℃、20 分以上。以下同じ。）

又はこれらと同等の処理を行った後

に廃棄すること。

（３）除去に用いた道具やシート等は使

用後に焼却、高圧殺菌又はこれらと

同等の処理を行うこと。なお、処理

後のものは再使用ができる。

２ 水洗除去法 （１）廃水を収集できる施設において、

床面や壁面等に検疫有害動植物等が

飛散しないように注意しながら検疫

指定物品を水洗し、必要に応じヘラ

やブラシ、布等の道具を用いて検疫

指定物品から検疫有害動植物等を完

全に除去すること。

（２）除去した検疫有害動植物等を完全

に収集し、焼却、高圧殺菌又はこれ

らと同等の処理を行った後に廃棄す

ること。

（３）除去に用いた廃水を完全に収集

し、高圧殺菌又はこれらと同等の処

理をした後に廃棄すること。

（４）除去に用いた道具やシート等は使

用後に焼却、高圧殺菌又はこれらと

同等の処理を行うこと。なお、処理

後のものは再使用ができる。

・高圧水洗を行う場

合には、廃水の散逸

を防止する対策が必

要である。

３ 吸引除去法 （１）消毒を行う場所の床面や壁面等に

検疫有害動植物等が飛散しないよう



に注意しながら電気掃除機により検

疫有害動植物等を吸引し、必要によ

りヘラやブラシ、布等の道具を用い

て検疫指定物品から検疫有害動植物

等を完全に除去すること。

（２）除去した検疫有害動植物等を完全

に収集し、焼却、高圧殺菌又はこれ

らと同等の処理を行った後に廃棄す

ること。

（３）除去に用いる掃除機の吸入部分と

検疫有害動植物等の収納部分（ただ

し紙パック等により検疫有害動植物

等を独立して収集する方式は除く）

は、使用後に高圧殺菌又はこれと同

等の消毒を行うこと。 

（４）除去に用いた道具やシート等は使

用後に焼却、高圧殺菌又はこれらと

同等の処理を行うこと。なお、処理

後のものは再使用ができる。

４ その他 以下の条件を満たせば、上記１から３

までの方法に依らない方法で検疫有害動

植物等の除去を行うことができる。

（１）消毒を行う場所の床面や壁面等に

検疫対象病害虫等が飛散しないよう

に注意しながら検疫指定物品から検

疫有害動植物等を完全に除去できる

方法であること。

（２）除去した検疫有害動植物等を完全

に収集し、焼却、高圧殺菌又はこれ

らと同等の処理を行った後に廃棄で

きること。

（３）除去に使用した道具やシート等は

焼却、高圧殺菌又はこれらと同等の

処理を行うことができること。



別表３（第 14 及び第 15 関係） 

分散防止の基準

検疫有害動植物等の種類 処    理 摘 要

検疫指定物品の荷役場所、

はしけ、トラック等に付着

する検疫有害動植物等

清掃後、左記に掲げるものの焼却若

しくは消毒又はこれらと同等の措置



別記様式１（第４関係）
No.            

検疫指定物品輸送計画書

年 月 日

･･･植物防疫（事務）所（･･･支所又は出張所）植物防疫官 殿

住 所

氏 名

  月 日  港入港   丸（号）積みの検疫指定物品について、下記により植物防

疫法第８条第２項ただし書に基づき指定された検査場所に輸送して検査を受けたいの

で、申請します。なお、この計画を変更する場合は、必ず事前に承認を得ます。

記

１ 種類・名称

２ 数量（台数）

３ 輸送先の検査場所

４ 輸送の手段

５ 輸送開始時期

６ 輸送先の到着時期

７ 輸送実施責任者

８ （検疫有害動植物／土／植物残さ）の分散防止の方法
                                    

 上記の計画により輸送を実施されたい。

     年  月  日

               植物防疫官 氏名



別記様式２（第 11 関係）
No.            

消毒（廃棄）計画書

年 月 日

･･･植物防疫（事務）所（･･･支所又は出張所）植物防疫官 殿

住 所

氏 名

  月 日  港入港   丸（号）積みの検疫指定物品について、下記計画のとおり

消毒（廃棄）したいので承認願います。

記

１ 種類・名称

２ 数量（台数）

３ 消毒（廃棄）の方法

４ 消毒（廃棄）を実施する場所

５ 消毒（廃棄）を開始する期日及び終了期日

６ 消毒（廃棄）を実施する者

７ 消毒の結果検疫指定物品から分離された（検疫有害動植物／土／植物残さ）の

  廃棄方法

８ ７を開始する期日及び終了期日

９ ７を実施する者
                                    

 上記の計画により消毒（廃棄）を実施されたい。

     年  月  日

               植物防疫官 氏名



別記様式３（第 13 関係）
No.            

輸送後消毒申請書

年 月 日

･･･植物防疫（事務）所（･･･支所又は出張所）植物防疫官 殿

住 所

氏 名

  月 日    港入港       丸（号）積みの検疫指定物品は、下記により

輸送して消毒したいので申請します。

記

１ 種類・名称

２ 数量（台数）

３ 輸送期間     年  月  日から   年  月  日まで

４ 輸送に使用する船車等の名称

５ 輸送責任者

６ （検疫有害動植物／土／植物残さ）の分散防止方法

７ 輸送用船車等の消毒方法

８ 検疫指定物品の消毒方法

９ 消毒場所

10 消毒実施者 

                                    

 上記の計画により実施されたい。なお、輸送後の消毒場所を管轄する植物防

疫所に消毒計画書を提出して、計画の認定を受けること。

     年  月  日

               植物防疫官 氏名



別記様式４（第 15 関係）
No.            

積戻許可申請書

年 月 日

･･･植物防疫（事務）所（･･･支所又は出張所）植物防疫官 殿

住 所

氏 名

  月 日    港入港       丸（号）積みの検疫指定物品について、下記

計画により積戻しを実施したいので、許可願いたく申請します。

記

１ 種類・名称

２ 数量（台数）

３ 輸入者名

４ 積戻をする船舶又は航空機名

５ 積戻予定年月日

６ 積戻までの保管場所

                                    

 上記積戻計画について            を条件にこれを許可する。

     年  月  日

               植物防疫官 氏名



別記様式５（第 18 関係）
No.            

消毒実施報告書

年 月 日

…植物防疫所（…支所又は出張所）植物防疫官殿

住所

氏名

月日港入港  丸（号）積みの検疫指定物品について、下記のとおり消毒を実施し

たので報告します。

記

１ 種類・名称

２ 数量（台数）

３ 消毒（廃棄）免除数量

４ 消毒を行った数量

５ 検疫指定物品の消毒方法

６ 検疫指定物品の消毒期間

７ 検疫指定物品の消毒を実施した者

８ 検疫指定物品の消毒後に収集した検疫有害動植物／土／植物残さの数量

９ ６の廃棄方法

10 ６の廃棄実施日

11 ６の廃棄を実施した者



別記様式６（第 20 関係）

（イ）
No.            

検疫指定物品輸入認可証明書

年 月 

日

‥‥植物防疫（事務）所（‥支所又は出張

所）

 植物防疫官  氏  名

下記検疫指定物品は、植物防疫法による輸入検査を終了し、・・・・・輸入認可し

たことを証明する。

記

積載船（機）名

種 類 ・ 名 称

輸送方法の区別

数 量

検 査 年 月 日

発送人住所氏名

荷受人住所氏名

（ロ）


